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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されるフラットパネルディスプレイ用の配線膜であって、
　前記配線膜は、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、およびＴａよりなる群から選択される少なくと
も一種以上の高融点金属を含む第一層と；
　希土類元素及びＣｏをそれぞれ０．０１原子％以上含み、かつ前記希土類元素及びＣｏ
の合計の含有量が０．０５５原子％以下であるＡｌ合金からなる第二層とが積層された積
層構造からなることを特徴とするフラットパネルディスプレイ用配線膜。
【請求項２】
　前記第一層と前記第二層との界面に、前記高融点金属の少なくとも１種とＡｌとを含む
反応層を有するものである請求項１に記載のフラットパネルディスプレイ用配線膜。
【請求項３】
　前記反応層は、４００℃以上、５００℃以下の熱履歴によって形成されるものである請
求項２に記載のフラットパネルディスプレイ用配線膜。
【請求項４】
　前記希土類元素は、Ｎｄ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｄｙ、Ｙ、およびＣｅよりなる群から選択され
る少なくとも一種以上である請求項１～３のいずれかに記載のフラットパネルディスプレ
イ用配線膜。
【請求項５】
　前記反応層は、ＡｌとＭｏの化合物を含むものである請求項２又は３に記載のフラット
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パネルディスプレイ用配線膜。
【請求項６】
　基板側から順に、前記第一層および前記第二層の積層構造の配線膜がこの順序で形成さ
れているか、または、前記第二層および前記第一層の積層構造の配線膜がこの順序で形成
されている請求項１～５のいずれかに記載のフラットパネルディスプレイ用配線膜。
【請求項７】
　基板側から順に、前記第一層、前記第二層、および前記第一層の積層構造の配線膜がこ
の順序で形成されており、前記第一層と前記第二層との界面には、いずれも、前記反応層
が形成されている請求項２、３又は５のいずれかに記載のフラットパネルディスプレイ用
配線膜。
【請求項８】
　請求項１に記載のフラットパネルディスプレイ用配線膜の形成に用いられるスパッタリ
ングターゲットであって、
　前記スパッタリングターゲットは、希土類元素及びＣｏをそれぞれ０．０１原子％以上
含み、前記希土類元素及びＣｏの合計の含有量が０．０５５原子％以下であって、残部：
Ａｌおよび不可避不純物であるＡｌ合金スパッタリングターゲット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フラットパネルディスプレイ用配線膜、および当該配線膜の形成に用いられ
るＡｌ合金スパッタリングターゲットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、タッチパネルなどのフラットパネルディス
プレイの電極材料に用いられる配線膜には、電気抵抗率の低いＡｌ薄膜が使用されている
。しかし、Ａｌは融点が低くて耐熱性が小さい。更にＡｌは、大気中で酸化されて不動態
皮膜を容易に形成する。そのため、Ａｌ薄膜が半導体層または透明画素電極と直接接続し
ても、その界面に生成されるＡｌ酸化物の絶縁層によって接触抵抗が上昇して画面の表示
品位が低下するという問題がある。
【０００３】
　これらの問題点については、これまで、以下の対策が講じられてきた。まず、耐熱性に
ついては、Ａｌの表面に、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、およびＴａなどの高融点金属からなる
バリアメタル層を介在させて積層構造とする。機械強度の高いバリアメタル層を介在させ
ることで、基板とＡｌの熱膨張係数差によって応力が集中して発生する、半球状突起物で
あるヒロックを押さえ込む。また、Ａｌ酸化物の形成を防ぎ、電気的な接続を可能にする
目的のために、Ａｌ薄膜と、半導体層または透明画素電極との間に、上記バリアメタル層
を介在させる。具体的には、Ａｌ薄膜の上および／または下に、上記バリアメタル層が形
成された積層配線薄膜が使用されている。
【０００４】
　一方、フラットパネルディスプレイの高精細化や低消費電力化の要求に伴い、スイッチ
ングマトリクスとして用いられる薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒ
ａｎｓｉｓｔｏｒ）に使用される材料も検討されている。例えば従来のアモルファスシリ
コンから、より高性能化を目的として、低温ポリシリコン半導体などのポリシリコン半導
体や酸化物半導体などが使われる。これらの半導体材料は、高いキャリア移動度を有し、
光学バンドギャップが大きく、低温で成膜できるため、大型・高解像度・高速駆動が要求
される次世代ディスプレイや、耐熱性の低い樹脂基板などへの適用が期待されている。
【０００５】
　低温ポリシリコン半導体は、非単結晶性のアモルファスシリコンや微結晶シリコンの半
導体薄膜を用い、おおむね、４００～５００℃程度の結晶化アニール、および不純物注入
後の活性化アニールなどの加熱プロセスを経て作製される。具体的には、例えば、ＣＶＤ



(3) JP 6475997 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

法によって基板上に形成されたアモルファスシリコンや、粒径が約０．１μｍ以下と比較
的小さな微結晶シリコンなどの半導体薄膜にレーザー光を照射する。該レーザー光を照射
して半導体薄膜を局部的に加熱し、少なくとも部分的に溶融させた後、その冷却過程で半
導体薄膜を約０．３μｍ以上の比較的粒径の大きな多結晶に結晶化する。このようなレー
ザー光照射による結晶化アニールにより、薄膜半導体装置の低温プロセス化が可能になり
、耐熱性に優れた高価な石英基板だけでなく、安価なガラス基板を使用できるようになる
。また、活性化アニールでは、ポリシリコン薄膜に注入した不純物とＳｉとの結合を促進
させ、キャリア濃度を制御すると共に、イオン注入により破壊された結晶を回復させるた
めの処理を兼ねる。
【０００６】
　このように低温ポリシリコンの作製に当たっては、結晶化アニールや活性化アニールの
ために４００～５００℃程度の熱履歴に曝されることから、アモルファスシリコンに比べ
てプロセス温度が比較的高くなる。
【０００７】
　また、酸化物半導体においても、レーザーアニールや、３５０～５００℃程度の高温ア
ニールを施して結晶性の膜質へと改善し、半導体の移動度やＴＦＴのしきい値電圧などの
性能を向上させている。
【０００８】
　従来のアモルファスシリコンを用いたＴＦＴは、ＴＦＴの製造工程中で加わる熱履歴は
最大で３５０℃程度であったため、前述した、高融点金属とＡｌ薄膜を積層した配線薄膜
を、問題なく使用することができた。ところが、低温ポリシリコンや酸化物半導体のよう
に４００～５００℃程度の熱履歴に曝される半導体材料をＴＦＴに適用すると、この高い
熱履歴によって、ＡｌとＭｏなどの高融点金属との間で相互拡散が生じ、配線抵抗が増加
するなどの問題が生じる。或いは、高い熱履歴によって基板と配線薄膜の応力が大きくな
り、高融点金属を突き破るほどＡｌの応力拡散が促進されて配線薄膜の表面にヒロックが
生じる。また配線薄膜の側壁部分では、高融点金属に覆われていない部分でサイドヒロッ
クが生じるなどの問題も生じる。このように、４００℃以上の熱処理では、４００℃未満
の熱処理とは異なる挙動が生じるため、４００℃以上の熱処理に対応した配線膜が必要と
なる。
【０００９】
　そのため、低温ポリシリコンや酸化物半導体などをＴＦＴの半導体層に適用するときは
、アモルファスシリコンを用いたときのように高融点金属とＡｌ薄膜との積層配線膜を用
いるのではなく、高融点金属の単層配線薄膜が使用されてきた。しかし、高融点金属は電
気抵抗率が高いという問題がある。
【００１０】
　発明者らは、これまでに、４００℃までの耐熱性、すなわち、ヒロック発生の防止に優
れた耐熱性配線材料として、特許文献１にＮｄ、Ｇｄ、Ｄｙの一種以上を合計で１．０原
子％超、１５原子％以下の範囲で含有するＡｌ合金膜を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第２７３３００６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら特許文献１は、実質的にアモルファスシリコンを対象とした技術に関する
ものである。すなわち、特許文献１はＴＦＴ製造プロセス上不可避である電極膜形成後の
２５０～４００℃程度の加熱工程における耐熱性および低比抵抗の実現を目指すものであ
って、それよりも高温での上記特性改善を図ったものではない。
【００１３】
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　本発明は上記事情に着目してなされたものであって、その目的は、４００℃以上５００
℃以下の高温の熱履歴を受けたとしても、配線抵抗の上昇が抑えられ、ヒロックなどの発
生もなく耐熱性に優れたフラットパネルディスプレイ用配線膜、および当該配線膜の形成
に用いられるスパッタリングターゲットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決し得たフラットパネルディスプレイ用配線膜は、基板上に形成されるフ
ラットパネルディスプレイ用の配線膜であって、前記配線膜は、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、
およびＴａよりなる群から選択される少なくとも一種以上の高融点金属を含む第一層と；
希土類元素及びＣｏをそれぞれ０．０１原子％以上含み、かつ前記希土類元素及びＣｏの
合計の含有量が０．０５５原子％以下であるＡｌ合金からなる第二層とが積層された積層
構造からなるところに要旨を有する。
【００１５】
　前記第一層と前記第二層との界面に、前記高融点金属の少なくとも１種とＡｌとを含む
反応層を有するものであることも好ましい実施態様である。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態において、上記反応層は、４００℃以上、５００℃以下の熱
履歴によって形成されるものである。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態において、上記希土類元素は、Ｎｄ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｄｙ、Ｙ
、およびＣｅよりなる群から選択される少なくとも一種以上である。
【００１９】
　本発明の好ましい実施態様において、反応層は、ＡｌとＭｏの化合物を含むものである
。
【００２０】
　本発明の好ましい実施態様において、基板側から順に、前記第一層および前記第二層の
積層構造の配線膜がこの順序で形成されているか、または、前記第二層および前記第一層
の積層構造の配線膜がこの順序で形成されている。
【００２１】
　本発明の好ましい実施態様において、基板側から順に、前記第一層、前記第二層、およ
び前記第一層の積層構造の配線膜がこの順序で形成されており、前記第一層と前記第二層
との界面には、いずれも、前記反応層が形成されている。
【００２２】
　また、上記課題を解決し得た本発明のスパッタリングターゲットは、上記フラットパネ
ルディスプレイ用配線膜の形成に用いられるスパッタリングターゲットであって、上記ス
パッタリングターゲットは、希土類元素及びＣｏをそれぞれ０．０１原子％以上含み、前
記希土類元素及びＣｏの合計の含有量が０．０５５原子％以下であって、残部：Ａｌおよ
び不可避不純物であるＡｌ合金スパッタリングターゲットで構成されている。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、４００℃以上５００℃以下の高温での熱履歴を受けても電気抵抗率の
上昇が抑えられ、ヒロックの発生も認められず、低い配線抵抗と高い耐熱性を兼ね備えた
フラットパネルディスプレイ用配線膜を提供できる。また本発明によれば当該配線膜の形
成に用いられるスパッタリングターゲットを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、実施例Ｎｏ．１の断面の走査型電子顕微鏡写真である。
【図２】図２は、実施例Ｎｏ．２の断面の走査型電子顕微鏡写真である。
【図３】図３は、実施例Ｎｏ．３の断面の走査型電子顕微鏡写真である。
【図４】図４は、実施例Ｎｏ．４の断面の走査型電子顕微鏡写真である。
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【図５】図５は、実施例Ｎｏ．１の断面の透過型電子顕微鏡写真である。
【図６】図６は、実施例Ｎｏ．２の断面の透過型電子顕微鏡写真である。
【図７】図７は、実施例Ｎｏ．４の断面の透過型電子顕微鏡写真である。
【図８】図８は、実施例の三層構造からなる種々の積層配線膜において、熱処理温度と各
配線膜の電気抵抗率との関係を示すグラフである。
【図９】図９は、実施例Ｎｏ．５の断面の透過型電子顕微鏡写真である。
【図１０】図１０は、実施例Ｎｏ．５の断面の走査型透過電子顕微鏡写真である。
【図１１】図１１は、実施例Ｎｏ．６の断面の透過型電子顕微鏡写真である。
【図１２】図１２は、実施例Ｎｏ．６の断面の走査型透過電子顕微鏡写真である。
【図１３】図１３は、実施例Ｎｏ．５の第二層の平面の透過型電子顕微鏡写真である。
【図１４】図１４は、実施例Ｎｏ．５の第二層の平面の走査型透過電子顕微鏡写真である
。
【図１５】図１５は、実施例Ｎｏ．６の第二層の平面の透過型電子顕微鏡写真である。
【図１６】図１６は、実施例Ｎｏ．６の第二層の平面の走査型透過電子顕微鏡写真である
。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明者らは、４００℃以上５００℃以下の高温の熱履歴を受けたとしても、配線抵抗
の上昇が抑えられ、ヒロックなどの発生もなく耐熱性に優れたフラットパネルディスプレ
イ用配線膜を提供するため、検討を重ねてきた。その結果、Ｍｏなどの高融点金属層とＡ
ｌ配線の積層構造からなる配線膜において、Ａｌ配線材料として、Ｎｄ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｄ
ｙ、Ｙ、Ｃｅなどの希土類元素（以下、「ＲＥＭ」（ｒａｒｅ　ｅａｒｔｈ　ｍｅｔａｌ
）と言うことがある）、Ｎｉ、Ｃｏのうち少なくとも一種以上の合金元素を従来よりも極
く低量で含むＡｌ合金を用いればよいことを見出した。すなわち、該合金元素添加による
耐熱性向上作用を有効に発揮させつつ、しかも、Ａｌと高融点金属の相互拡散を防止する
バリア層として機能する反応層がその界面に形成され、拡散経路となる粒界密度が低くな
るために配線抵抗の上昇が抑えられることを見出し、本発明を完成した。
【００２７】
　本発明に到達した経緯は以下のとおりである。まず、Ｍｏなどの高融点金属とＡｌ配線
との相互拡散については、Ａｌ配線を構成する組織が微細で粒界密度が高い程、上記の相
互拡散が促進され、配線抵抗の上昇率が大きいことが分かった。組織が最も粗大で、粒界
密度が低いものは純Ａｌであるが、純Ａｌは耐熱性に劣っている。そのため高融点金属を
積層した状態で、４００℃以上の熱履歴を受けると後記する実施例でも示すようにサイド
ヒロックが生じる。サイドヒロックが生じると、上層のゲート絶縁膜や保護膜を突き破る
ため、電流リークが生じ、ＴＦＴ素子の特性が劣化するなどの問題が生じる。
【００２８】
　そこで本発明者らは、高融点金属とＡｌ配線との相互拡散による配線抵抗の上昇を抑制
でき、しかも、耐熱性に優れたＡｌ合金とすべく、合金元素に着目した。その結果、希土
類元素、Ｎｉ、およびＣｏのうち少なくとも一種以上を合計含有量が０．２原子％未満と
なるように添加したＡｌ合金は、組織の結晶粒が比較的大きくて純Ａｌに近くなり、粒界
密度を低くできることがわかった。
【００２９】
　これに、４００℃以上の高い熱履歴が加わると、該Ａｌ合金からなる第二層と接触して
いる高融点金属を含む第一層から第二層側に、主にＡｌ粒界を通じた高融点金属の拡散、
すなわち、粒界拡散が生じる。Ａｌ合金では、結晶粒の内部を拡散する粒内拡散よりも、
粒界を拡散する粒界拡散の方が大きい。このため、本発明で規定するようにＡｌ合金の合
金元素の合計含有量を上記のように著しく低減したＡｌ合金を用いると、上記の粒界拡散
が若干進むものの、粒界拡散と競合して第一層と第二層との界面にも、少なくともＡｌと
高融点金属を含む反応層形成が進み、結果的に界面の反応層形成が先行して終了する。こ
の反応層が、Ａｌと高融点金属との相互拡散を防止するためのバリア層として有効に機能
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し、上記粒界拡散が止まる。その結果、配線抵抗の上昇が抑えられると推察される。
【００３０】
　また実験結果から配線抵抗について以下のことがわかった。配線膜の電気導電性は、添
加元素に起因する電子の不純物散乱と、粒界によって生じる粒界散乱によって阻害される
ことが知られている。実験３に用いたＮｏ．５、６の第二層のみの電気抵抗率を比べると
、ＮｉとＬａを含むＡｌ合金を用いたＮｏ．６は、純Ａｌを用いたＮｏ．５と比べると高
い電気抵抗率を示す。しかしながらＮｏ．６のＡｌ合金はＭｏと積層構造にして４５０℃
で熱処理を行うと純Ａ１薄膜単層と同等以下の電気抵抗率を示した。Ｎｏ．５、６の結晶
粒径を調べたところ、Ｎｏ．５は図５に示すように２００ｎｍ程度であるのに対して、Ｎ
ｏ．６は図７に示すように５００ｎｍ以上と結晶粒径が大きかった。このことからＡｌ合
金を用いたＮｏ．６の電気抵抗率が低くなった理由は、Ａｌ結晶粒の粗大化によって粒界
密度が低減して粒界散乱が抑制されたためであると考えられる。
【００３１】
　なお、Ｎｏ．６の結晶粒径が大きくなった理由は、Ｎｉの添加効果であると考えられる
。他の遷移金属、あるいは希土類元素のみを添加した場合と比べると、特にＮｉはＡｌ結
晶粒の増大効果が大きかった。更にＮｉは添加量を適切に制御すれば、電気抵抗率の増加
を抑制しつつＡｌ結晶粒の増大効果を発揮することができた。
【００３２】
　また耐熱性については以下のことがわかった。Ｎｏ．６は４５０℃の高温熱処理でもヒ
ロックは生じなかったが、このような優れた耐熱性は合金元素の添加や積層構造にするこ
とによる効果だけではなく、Ａｌ粒界を通じたＭｏの拡散による効果との相乗効果である
と考えられる。積層構造と耐熱性との関係は、基板と第二層の間に下地層としてＭｏを含
む第一層を設けることでＡｌ結晶粒の配向性が向上して優れた耐熱性が得られると共に、
更に基板と反対側の第二層にＭｏを含む第三層を設けることで概ね３５０℃まではヒロッ
クの発生を抑えることができる。また合金元素と耐熱性の関係は、上記したように第二層
を所定のＡ１合金とすることで耐熱性向上効果が得られる。更にＭｏの粒界拡散と耐熱性
との関係は、熱処理温度が３５０℃以上になるとＭｏの粒界拡散が開始され、４００℃以
上になると粒界拡散がより一層進行する。３５０℃以上の高温でも優れた耐熱性を有する
理由は以下のように考えられる。合金元素を添加すると粒界密度が増加し、それに伴って
Ｍｏの拡散も促進される。そのため合金元素を適量添加することでＭｏの拡散によって合
金元素自体の耐熱性向上効果を凌駕する耐熱性が得られるとともに、抵抗の上昇も抑制さ
れる。また熱処理温度が４００℃を超えると、既に粒界を拡散しているＭｏによってヒロ
ックの発生を抑えることができる。
【００３３】
　なお、Ｎｏ．５は第二層が純Ａｌのため３００℃付近でヒロックが発生してしまい、Ｍ
ｏの粒界拡散による耐熱性向上効果が得られなかったと推測される。一方、Ｎｏ．６では
上記複合的な耐熱性向上効果が得られており、熱処理温度を高くしても純Ａｌのように耐
熱性が途切れることはない。このようにＮｏ．６では添加元素の種類を適切に選択すると
共に、Ｍｏとの積層構造とすることで粒界拡散による耐熱性向上効果も得られ、純Ａｌと
同程度以下の優れた電気抵抗率と純Ａｌを凌駕する高い耐熱性を兼備できる。
【００３４】
　上記したように配線抵抗低減の観点からは反応層の生成を促進させてＭｏなどの高融点
金属の粒界拡散を抑制することが好ましい。一方、粒界拡散が進行することで好ましくは
３５０℃以上、より好ましくは４００℃以上での耐熱性を向上できる。本発明では高融点
金属の粒界拡散による配線抵抗と耐熱性のバランスを考慮して第二層を構成するＡｌ合金
の合金元素やその添加量、及び積層させる第一層の高融点金属を適切に制御する必要があ
る。
【００３５】
　本発明の配線膜は、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、およびＴａよりなる群から選択される少な
くとも一種以上の高融点金属を含む第一層と；希土類元素、Ｎｉ、およびＣｏのうち少な
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くとも一種以上を０．０１原子％以上、０．２原子％未満を合金元素として含むＡｌ合金
の第二層とが積層された積層構造を有しているところに特徴がある。
【００３６】
　まず、配線膜を最も特徴付ける第二層を構成するＡｌ合金について説明する。
【００３７】
　［希土類元素、Ｎｉ、およびＣｏのうち少なくとも一種以上を０．０１原子％以上、０
．２原子％未満］
　希土類元素、Ｎｉ、およびＣｏは、いずれもＡｌの耐熱性向上に寄与する元素であり、
後記するように第一層と積層することによって更に４００以上５００℃以下の高温域での
耐熱性向上に寄与する。
【００３８】
　本発明に用いられる希土類元素とは、ＬａからＬｕまでの１５元素で構成されるランタ
ノイド元素、Ｓｃ、およびＹを意味する。好ましい希土類元素は、Ｎｄ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｄ
ｙ、Ｙ、またはＣｅであり、これらを、単独で、または二種以上併用して用いることがで
きる。より好ましくはＮｄ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｄｙであり、更に好ましくはＮｄ、Ｌａである
。
【００３９】
　上記効果を発現するためには、本発明のＡｌ合金に、これら希土類元素、Ｎｉ、Ｃｏの
うち少なくとも一種以上の合金元素を０．０１原子％以上含有させる必要があり、好まし
くは０．０２原子％以上、より好ましくは０．０５原子％以上である。
【００４０】
　一方、耐熱性向上の観点からは合金元素の含有量は多い方が望ましいが、合金元素の含
有量が過剰になると結晶粒が小さくなり粒界密度が増えるため、粒界に沿って第二層内に
拡散する高融点金属が増加するため、配線抵抗が著しく増加する。したがってＡｌ合金に
含まれる上記合金元素の合計含有量は、０．２原子％未満とする必要があり、好ましくは
０．１５原子％以下、より好ましくは０．１２原子％以下である。
【００４１】
　優れた耐熱性向上効果を得る観点からは希土類元素量は、好ましくは０．０１原子％以
上である。一方、希土類元素含有量の上限は、耐熱性の観点から合金元素含有量の上限で
ある０．２原子％未満まで許容できるが、４００℃以上５００℃以下での高温域における
配線抵抗をより一層低減する観点から好ましくは０．０５原子％以下である。希土類元素
含有量は、より好ましくは０．０２原子％以上、更に好ましくは０．０３５原子％以上で
あって、より好ましくは０．１５原子％以下、更に好ましくは０．１０原子％以下である
。ここで希土類元素含有量とは、希土類元素を単独で含むときは単独の量であり、希土類
元素を二種以上を併用するときは合計量である。
【００４２】
　また耐熱性向上効果、および配線抵抗上昇抑制効果を十分に発揮させる観点からはＮｉ
およびＣｏの少なくとも一種以上（以下、単に「Ｎｉ、Ｃｏ」ということがある）の含有
量は、好ましくは０．０１原子％以上、より好ましくは０．０２原子％以上である。一方
、Ｎｉ、Ｃｏの含有量の上限は、耐熱性の観点から合金元素含有量の上限０．２原子％未
満まで許容できるが、過剰に含有させると配線抵抗がかえって高くなるため、好ましくは
０．１原子％以下、より好ましくは０．０８原子％以下である。Ｎｉ、Ｃｏは単独で添加
しても良いし、両方を併用してもよい。Ｎｉ、Ｃｏはいずれか一方を含むときはその量で
あり、両方を含むときは合計量である。
【００４３】
　本発明では、合金元素を単独で添加してもよいし、二種以上の合金元素を併用してもよ
い。Ａｌ合金中の合金元素は、上記範囲で含まれていれば、耐熱性向上効果が得られる。
より優れた耐熱性向上効果を得るためには好ましくは、希土類元素と、ＮｉおよびＣｏの
少なくとも一種以上と、を含むことが推奨される。特にＮｉとＣｏはＡｌ結晶粒の増大効
果が大きいため、より好ましくは、Ｎｉ、Ｃｏの少なくとも一方を含む。
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【００４４】
　本発明に用いられるＡｌ合金は、上記のとおり希土類元素、Ｎｉ、およびＣｏのうち少
なくとも一種以上を０．０１原子％以上、０．２原子％未満の範囲で含み、残部：Ａｌお
よび不可避不純物である。好ましくは、希土類元素と、少なくともＮｉ、またはＣｏのい
ずれか一方と、を含み、残部：Ａｌおよび不可避不純物である。
【００４５】
　更に本発明のＡｌ合金には、本発明の作用を損なわない範囲で、（ｉ）Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃ
ｒ、Ｗ、およびＴａよりなる群から選択される少なくとも一種以上；（ｉｉ）Ｃｕおよび
Ｇｅの少なくとも一種以上；を含んでいてもよい。
【００４６】
　（ｉ）Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、およびＴａよりなる群から選択される少なくとも一種以
上は、０．０１原子％以上であれば４００℃以上５００℃以下の高い熱履歴においてＡｌ
合金の耐熱性を向上させてヒロックやＡｌ酸化物の形成抑制に有効に作用する。またこれ
ら合金元素の含有量が０．０５原子％未満の少量であれば、合金化しても配線抵抗を低く
抑えることができる。更に上記反応層の形成によって、第一層から高融点金属がＡｌ粒界
を通じて拡散することも抑制できることから、相互拡散に起因する配線抵抗の上昇も抑え
ることができると推察される。
【００４７】
　Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、およびＴａよりなる群から選択される少なくとも一種以上の含
有量は、好ましくは０．０１原子％以上、より好ましくは０．０２原子％以上であって、
好ましくは０．０５原子％未満、より好ましくは０．０３原子％以下である。これらの合
金元素は単独で添加してもよいし、複数を併用してもよい。いずれかを単独で含むときは
その量であり、複数で含むときは合計量である。
【００４８】
　（ｉｉ）ＣｕおよびＧｅは、上述した希土類元素やＮｉ、Ｃｏよりも低温で析出する元
素であり、また粒界密度に悪影響を及ぼさないため、配線抵抗の上昇を抑制できる。この
ような効果を得るためには、ＣｕおよびＧｅの少なくとも一種以上の含有量は、好ましく
は０．０１原子％以上、より好ましくは０．０２原子％以上である。一方、ＣｕやＧｅの
含有量が多くなりすぎるとかえって配線抵抗が上昇するため、好ましくは０．０５原子％
以下、より好ましくは０．０３原子％以下である。Ｃｕ、Ｇｅは、単独で添加しても良い
し、両方を併用してもよい。いずれか一方を含むときはその量であり、両方を含むときは
合計量である。
【００４９】
　なお、（ｉ）Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、およびＴａよりなる群から選択される少なくとも
一種以上；（ｉｉ）ＣｕおよびＧｅの少なくとも一種以上；を含む場合でも、Ａｌ合金に
含まれる合金元素、すなわち、希土類元素、Ｎｉ、Ｃｏおよび上記（ｉ）、（ｉｉ）の合
計量は０．２原子％未満に制御する必要がある。合計量が０．２原子％以上になると、加
熱後の配線抵抗が上昇するなどの問題が生じることがある。合計量の好ましい範囲は上記
したとおりである。
【００５０】
　以上、第二層を構成するＡｌ合金について説明した。以下、本発明の配線膜について説
明する。
【００５１】
　本発明の配線膜は、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、およびＴａよりなる群から選択される少な
くとも一種以上の高融点金属を含む第一層と上記Ａｌ合金からなる第二層とが積層された
積層構造である。具体的には基板側から順に、上記第一層および上記第二層がこの順序で
積層された二層構造であってもよいし、また、上記第二層および上記第一層がこの順序で
積層された二層構造であってもよい。或いは、上記第二層の上下に上記第一層が配置され
た三層構造であってもよい。すなわち、基板側から順に、上記第一層、上記第二層、およ
び上記第一層がこの順序で積層された三層構造でもよい。なお、本発明では、三層構造と
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する場合、第二層からみて基板側と反対側に積層させた第一層を第三層ということがある
。
【００５２】
　特に三層構造とすると、第二層であるＡｌ合金の耐酸化性が向上すると共に、耐熱性が
より一層向上するため望ましい。
【００５３】
　本発明の第一層に用いられる高融点金属は、フラットディスプレイの技術分野において
バリア層として通常用いられるものである。高融点金属はＡｌ粒界に沿って拡散して耐熱
性向上に寄与する。具体的には、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、およびＴａを一種、または二種
以上含む合金元素として用いることができる。上記第二層の上下に上記第一層を配置する
場合は、上側の第一層と下側の第一層は同じ組成であってもよいし、異なっていてもよい
。また第一層は高融点金属以外の元素を含んでいてもよいが、好ましくは任意の上記高融
点金属と、残部：不可避不純物である。
【００５４】
　本発明の配線膜は、いずれの積層構造を有するにしろ、上記第一層と上記第二層との界
面、更に三層構造とした場合には上記第二層と第三層との界面に、Ａｌと高融点金属を少
なくとも含む反応層が形成されている。本発明における反応層とは、低温ポリシリコンや
酸化物半導体が曝される高温の熱履歴、好ましくは４００℃以上、５００℃以下によって
形成されるものである。熱履歴の上限を５００℃以下とすることにより、上記反応層がそ
れ以上に成長せず、界面に留まるため、電気抵抗の上昇を効果的に抑えることができる。
上記反応層には、例えば、Ａｌと高融点金属の化合物、具体的にはＡｌとＭｏの化合物を
含むものが挙げられる。
【００５５】
　反応層は、実施例で示すように熱処理後の積層構造を有する配線膜の断面を透過型電子
顕微鏡（以下、「ＴＥＭ」（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏ
ｓｃｏｐｅ）ということがある。）で観察すれば確認できる。
【００５６】
　本発明に用いられる基板は、フラットパネルディスプレイの分野に通常用いられるもの
であれば特に限定されず、例えばガラス、石英、シリコン、ＳＵＳ、Ｔｉ箔などの金属か
らなるものが挙げられる。
【００５７】
　本発明のフラットパネルディスプレイは、上述した本発明の配線膜を備えたものであり
、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、タッチパネル、フィールドエミッ
ションディスプレイ、真空蛍光管ディスプレイ、プラズマディスプレイなどが挙げられる
。
【００５８】
　上記フラットパネルディスプレイにおいて、薄膜トランジスタの半導体層は、低温ポリ
シリコンまたは酸化物で構成されていることが好ましい。前述したように、これらは、そ
の作製過程または膜質改善などの目的で、４００℃以上５００℃以下の高温熱履歴を受け
ることがあるが、本発明の配線膜を用いれば、耐熱性や配線抵抗に悪影響を及ぼすことな
く、これらの半導体層材料によるメリットを最大限に享受することができる。上記酸化物
としては特に限定されず、例えば通常用いられるＩｎ、Ｚｎ、Ｇａ、およびＳｎよりなる
群から選択される少なくとも一種の元素を含む酸化物が挙げられる。
【００５９】
　本発明を特徴付ける上記Ａｌ合金薄膜は、スパッタリング法にてスパッタリングターゲ
ット（以下「ターゲット」ということがある）を用いて形成することが好ましい。薄膜の
形成方法として、例えばインクジェット塗布法、真空蒸着法、スパッタリング法などが挙
げられるが、このうちスパッタリング法が、合金化の容易さや膜厚均一性に優れているた
め好ましい。
【００６０】



(10) JP 6475997 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

　上記スパッタリング法で上記Ａｌ合金膜を形成する場合、上記スパッタリングターゲッ
トとして、希土類元素、Ｎｉ、およびＣｏのうち少なくとも一種以上を所定量含み、所望
のＡｌ合金膜と同一組成のＡｌ合金スパッタリングターゲットを用いれば、組成ズレの恐
れがなく、所望の成分組成のＡｌ合金膜を形成することができる。所望の成分組成のＡｌ
合金膜となるように複数のスパッタリングターゲットを用いて共蒸着させてもよい。
【００６１】
　第一の配線膜の形成に用いられるスパッタリングターゲットは、希土類元素、Ｎｉ、お
よびＣｏのうち少なくとも一種以上を０．０１原子％以上、０．２原子％未満含み、残部
：Ａｌおよび不可避不純物であるＡｌ合金スパッタリングターゲットである。好ましくは
希土類元素を０．０１原子％以上と、Ｎｉ、およびＣｏのうち少なくとも一種以上を０．
０１原子％以上と、を含み、合計合金元素含有量が、０．２原子％未満であって、残部：
Ａｌおよび不可避不純物であるＡｌ合金スパッタリングターゲットである。
【００６２】
　スパッタリングターゲットには、発明の作用を損なわない範囲で、（ｉ）Ｍｏ、Ｔｉ、
Ｃｒ、Ｗ、およびＴａよりなる群から選択される少なくとも一種以上；（ｉｉ）Ｃｕおよ
びＧｅの少なくとも一種以上；を前述した量で含んでもよい。
【００６３】
　上記スパッタリングターゲットの作製方法として、真空溶解法や粉末焼結法が挙げられ
るが、特に真空溶解法での作製が、ターゲット面内の組成や組織の均一性を確保できる観
点から望ましい。
【００６４】
　本発明の配線膜の配線抵抗は、フラットパネルディスプレイの構造、配線ルールなどに
よって異なるが、おおむね５．５μΩｃｍ以下であり、好ましくは５．０μΩｃｍ以下の
電気抵抗率である。
【実施例】
【００６５】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加
えて実施することも勿論可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される
。
【００６６】
　実験１（耐熱性評価）
　ガラス基板上に、基板側から順に、Ｍｏからなる膜厚７０ｎｍの第一層、表１に示す組
成を有する膜厚３００ｎｍのＡｌ－Ｎｉ－Ｌａ合金からなる第二層、Ｍｏからなる膜厚７
０ｎｍの第一層（以下、「第三層」という）を順次、スパッタリング法を用いて積層した
。なお、Ｎｏ．２～Ｎｏ．４の第二層は、膜に対応した組成を有するスパッタリングター
ゲットを用いて蒸着させた。この際、第二層が表１に示す組成となるようにＤＣパワーの
比率を制御した。またＮｏ．１の第二層は純Ａｌスパッタリングターゲットを用いて膜厚
３００ｎｍの純Ａｌ膜を成膜した。第二層の組成は、ＩＣＰ発光分光分析装置を用い、定
量分析して確認した。なお、表中、ａｔ％は原子％を意味する。
【００６７】
　スパッタリング条件は以下のとおりである。
　　ＤＣマグネトロンスパッタ装置
　　ターゲットサイズ：４インチφ×５ｍｍｔ
　　Ａｒガス圧：２ｍＴｏｒｒ
　　ＤＣパワー：２５０Ｗ
　　極間距離：１００ｍｍ
　　基板温度：室温
【００６８】
　次に、フォトリソグラフィーおよびエッチングにより、５μｍ幅のラインアンドスペー
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スパターンに形成した後、赤外線加熱により、窒素雰囲気中にて４００℃、４５０℃の各
温度で１時間の熱処理を行なった。
【００６９】
　得られた各試料の耐熱性を評価した。詳細には熱処理後の積層配線の斜め上方向から試
料断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ：Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏ
ｓｃｏｐｅ）で観察し、サイドヒロックの有無を調べた。倍率は３０００～１００００倍
の範囲で行い、サイドヒロックの生成が見られたものを×、サイドヒロックの生成が見ら
れないものを○とした。その結果を表１に示す。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　表１より、Ｎｏ．２～４は、いずれの加熱温度においても、サイドヒロックの発生は見
られなかった。また配線端部にもサイドヒロックは見られなかった。一方、Ｎｏ．１は、
いずれの加熱温度においても、配線端部にサイドヒロックと呼ばれる突起が高密度で形成
されることが確認された。
【００７２】
　図１～４は４５０℃に加熱した後のＮｏ．１～４のＳＥＭ写真であるが、図１に示すよ
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うにＮｏ．１は配線端部からサイドヒロックに相当する突起１が生じていることが確認で
きた。一方、図２～４に示すようにＮｏ．２～４では突起は生じていなかった。
【００７３】
　更に４５０℃に加熱した後の積層配線の断面をＴＥＭ暗視野像で観察した結果を図５～
７に示す。図５～７に示すように第一層３と第二層４、第二層４と第三層５の間にＭｏ－
Ａｌの反応層２が確認された。なお、図５～７は、夫々Ｎｏ．１、２、４であるが、Ｎｏ
．１、２、４と合金元素の添加量が多くなるほど、反応層の領域が広がっていることがわ
かった。
【００７４】
　実験２（配線抵抗評価）
　幅１００μｍ、長さ１０のラインアンドスペースパターンを形成した以外は、上記実験
１と同様にして各試料を作製した。なお、本実施例では極間距離を通常の５５ｍｍではな
く、１００ｍｍに設定したスパッタ装置を用いた。そのため、本実施例では５５ｍｍの極
間距離で成膜した場合と比べて膜中に取り込まれるスパッタチャンバー内に残留する主と
して酸素、窒素、水分などのガス成分が多くなり、電気抵抗率が２割程度高くなる傾向を
示した。
【００７５】
　得られた積層配線における第二層の電気抵抗率を４端子法で測定して配線抵抗を評価し
た。配線抵抗はＭｏとＡｌの並列抵抗と考え、Ｍｏの抵抗率は熱処理前後で１２μΩｃｍ
の並列抵抗とし、積層配線の膜厚比で抵抗を分配して差し引くことで上記Ａｌ合金の電気
抵抗率を算出した。参考のため、上記加熱処理前における２４℃での第二層の電気抵抗率
も同様にして測定した（表中、「ａｓｄｅｐｏ」欄）。本実施例では、電気抵抗率が５．
５μΩｃｍ以下を配線抵抗に優れており合格、５．５μΩｃｍ超を配線抵抗が高く不合格
と評価した。
【００７６】
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【表２】

【００７７】
　これらの結果を図８に示す。図８より、Ｎｏ．１～３を用いたときは、加熱温度が４０
０℃、４５０℃のいずれでも、電気抵抗率を５．５μΩｃｍ以下に低く抑えることができ
た。
　詳細には、第二層に純Ａｌを用いたＮｏ．１（図中、◆）の電気抵抗率は、加熱温度が
高くなると増加する傾向を示したが、その程度は非常に低いものであった。
　また第二層に本発明の要件を満足するＡｌ合金で構成されたＮｏ．２、３（図中、■、
▲）の電気抵抗率も加熱温度が高くなると増加する傾向を示したが、合格基準の電気抵抗
率の範囲内に抑えることができた。その増加率は、純Ａｌに比べて高いものであった。
　これに対し、Ｎｏ．４（図中、●）は、第二層であるＡｌ合金膜に含まれる合金元素の
合計含有量が０．２２原子％と多い例であり、電気抵抗率が上昇した。
【００７８】
　以上の実験１、２の結果より、本発明で規定するＡｌ合金を含むＮｏ．２、３の配線膜
を用いた場合、４００℃以上５００℃以下の高温熱履歴を受けたとしても、配線抵抗の上
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昇が抑えられ、サイドヒロックなどの発生もなく耐熱性に優れたフラットパネルディスプ
レイが得られることが確認された。
【００７９】
　一方、純Ａｌを用いたＮｏ．１では、加熱処理後の電気抵抗率は、加熱温度が４００℃
を超えると徐々に増加する傾向が見られたが、その程度は、非常に低いものであった。し
かしながら、純Ａｌを用いると耐熱性が低下し、純Ａｌを用いたときは、加熱処理後にサ
イドヒロックの発生が見られた。
【００８０】
　Ｎｏ．４は合金元素含有量が過剰なＡｌ合金を第二層に用いた例である。Ｎｏ．４は加
熱処理でサイドヒロックの発生は見られず、耐熱性は良好であったが、図８に示すように
、加熱処理後の電気抵抗率は、加熱温度が４００℃を超えると著しく増加し、その増加率
は純Ａｌと比べて非常に高いものであった。
【００８１】
　実験３
　Ｎｏ．５、６はガラス基板上に、基板側から順に、Ｍｏからなる膜厚７０ｎｍの第一層
、膜厚１０００ｎｍの第二層、Ｍｏからなる膜厚７０ｎｍの第三層を順次、スパッタリン
グ法を用いて積層した。なお、Ｎｏ．５の第二層は純Ａｌ膜であり、Ｎｏ．６の第二層は
Ａｌ－０．０２ａｔ％Ｎｉ－０．０４ａｔ％Ｌａ合金膜である。夫々の膜に対応した組成
を有するスパッタリングターゲットを用いて蒸着させた。スパッタリング条件は実験１と
同じである。また第二層の組成は実験１と同様にして確認した。
【００８２】
　次に、赤外線加熱により、窒素雰囲気中にて４５０℃の温度で１時間の熱処理を行なっ
て試料を作成した。
【００８３】
　得られた各試料を様々な角度から観察した。まず、熱処理後の各試料の断面をＴＥＭ暗
視野像で観察した結果を図９、１１に示す。また該ＴＥＭ観察断面と同じ断面をＳＴＥＭ
（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏ
ｐｅ：走査型透過電子顕微鏡）観察した結果を図１０、１２に示す。
【００８４】
　Ｎｏ．５について図９、１０に示す。図１０に示されているように粒界部分には、第一
層から第二層方向にコントラストの明るい部分が存在しており、この箇所をエネルギー分
散型Ｘ線分析（Ｅｎｅｒｇｙ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅ
ｔｒｙ：ＥＤＳ）によって調べた結果、Ｍｏが粒界に沿って拡散していることが確認でき
た。また第一層と第二層の界面にもコントラストの明るい部分が存在しており、この箇所
を電子回折によって調べた結果、ＡｌとＭｏが反応して形成されたＡｌ12Ｍｏであり、反
応層が確認できた。
【００８５】
　Ｎｏ．６について図１１、１２に示す。図１１に示されているように第二層の粒界部分
には、第一層から第二層方向にコントラストの明るい部分が存在しており、Ｍｏが粒界に
沿って拡散していることが確認できた。また第一層と第二層の界面にもコントラストの明
るい部分が存在しており、ＡｌとＭｏが反応して形成されたＡｌ12Ｍｏであり、反応層が
確認できた。
【００８６】
　また図９～１２に基づいてＮｏ．５とＮｏ．６のＡｌの結晶粒の大きさを比べた結果、
Ｎｏ．６の方が大きかった。
【００８７】
　次にＮｏ．５、Ｎｏ．６について、第二層部分を水平方向に切断して露出した平面をＴ
ＥＭ暗視野像で観察した結果を夫々図１３、１５に示す。図１３、１５に基づいてＮｏ．
５とＮｏ．６のＡｌの結晶粒の大きさを比べた結果、Ｎｏ．６の方が大きかった。
【００８８】
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　また上記Ｎｏ．５とＮｏ．６の第二層部分を水平方向に切断して露出した平面をＴＥＭ
観察した箇所をＳＴＥＭ観察した結果を夫々図１４、１６に示す。図１４に示すように粒
界部分に沿ってコントラストの明るい部分、すなわちＭｏが粒界に沿って拡散したＭｏ拡
散層が確認できた。同様に図１６でもＭｏ拡散層が確認できた。また図１４、１６に基づ
いてＭｏ拡散層の面積率を比べると、図１６に示すＮｏ．６の方が大きかった。
【符号の説明】
【００８９】
　１　サイドヒロックに相当する突起
　２　反応層
　３　第一層
　４　第二層
　５　第三層
　６　Ｍｏ反応層
　７　Ｍｏ拡散層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】
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